
広
報
紙
の
配
布
と
い
う
仕
事
を

自
治
会
配
布
か
ら
新
聞
折
込
に

変
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
望
ま
し
い
こ

と
と
考
え
る
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
１３

　

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

協
議
第
４
号
「
新
市
の
名
称
」

が
継
続
協
議
と
な
り
、
こ
れ
に

関
連
す
る
協
議
項
目
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
説
明
の
み
を
行
い
、

継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

「
１　

市
章
は
、
相
模
原
市
の

も
の
に
統
合
す
る
も
の
と
す

る
。

　

２　

市
の
花
、
木
、
鳥
及
び

色
は
、
相
模
原
市
の
も
の
に

統
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
合
併
に
よ
り
改
定
の

必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す

る
も
の
と
す
る
。

　

３　

市
民
憲
章
、
市
民
憲
章

以
外
の
憲
章
及
び
宣
言
並
び

に
市
の
歌
は
、
相
模
原
市
の

も
の
に
統
合
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
合
併
に
よ
り

文
言
が
新
市
の
実
情
に
そ
ぐ

わ
な
く
な
る
も
の
な
ど
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
新

た
な
制
定
、
修
正
等
を
検
討

す
る
も
の
と
す
る
。
」

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
１４

　

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い

　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

　

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
提
案
さ

れ
、
原
案
ど
お
り
決
定
さ
れ
ま

し
た
。

「
公
共
的
団
体
等
に
つ
い
て
は
、

協
議
第
４
号

　

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

　

継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
新

市
の
名
称
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、
再

度
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

「
新
市
の
名
称
は
、
相
模
原
市

と
す
る
。
」

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

委
員　

公
募
と
い
う
意
見
が
出

て
い
る
の
で
、
継
続
協
議
を

要
望
す
る
。

小
林
副
会
長　

時
間
を
か
け
て

や
る
中
で
、
公
募
の
や
り
方

も
具
体
的
に
出
て
く
る
可
能

性
も
あ
る
の
で
継
続
協
議
を

お
願
い
す
る
。

委
員　

次
の
協
議
会
ま
で
に
各

市
町
で
議
論
し
て
、
意
見
を

出
し
て
集
約
し
た
ら
ど
う
か
。

委
員　

次
回
、
結
論
を
出
す
と

い
う
こ
と
で
継
続
に
し
て
は

ど
う
か
。

委
員　

感
情
的
な
こ
と
で
名
称

変
更
し
て
も
よ
い
の
か
疑
問

で
あ
る
。
相
模
原
市
に
し
て

ほ
し
い
。

天
野
副
会
長　

各
市
町
の
名
称

が
決
ま
っ
た
と
き
は
、
歴
史

的
な
経
緯
が
あ
っ
た
は
ず
。

「
相
模
原
市
」
の
歴
史
的
背

景
の
資
料
を
提
出
い
た
だ
き
、

検
討
し
て
み
て
は
ど
う
か
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
１２

　

行
政
連
絡
機
構
の

　
　
　
　
　

取
扱
い
に
つ
い
て

　

行
政
連
絡
機
構（
自
治
会
等
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
提
案
さ
れ
、
１
の
�
�
線

部
分
に
つ
い
て
は
、
再
協
議
と

な
り
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

原
案
ど
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
１　

行
政
連
絡
機
構
及
び
行

政
連
絡
業
務
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
は
現
行
ど
お
り
と

し
、
合
併
後
新
市
の
一
体
性

を
確
保
す
る
た
め
に
、
３
年

を
目
途
に
見
直
す
も
の
と
す

る
。

　
　

た
だ
し
、
行
政
連
絡
業
務

の
う
ち
、
広
報
紙
の
配
布
に

つ
い
て
は
合
併
時
に
相
模
原

市
の
制
度
に
統
一
す
る
も
の

と
す
る
。

　

２　

自
治
会
等
へ
の
運
営
や

活
動
に
対
す
る
助
成
等
は
、

当
面
、
現
行
の
支
援
制
度
を

基
本
と
し
、
合
併
後
、
３
年

を
目
途
に
見
直
す
も
の
と
す

る
。
」

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

委
員　

「
３
年
を
目
途
に
見
直

す
」
と
あ
る
が
、
４
年
や
５

年
に
な
る
こ
と
も
許
さ
れ
る

の
か
。

委
員　

広
報
紙
の
配
布
に
つ
い

て
は
、
住
民
自
治
意
識
の
向

上
と
い
っ
た
点
か
ら
も
議
論

す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

小
林
副
会
長　

広
報
紙
の
自
治

会
配
布
手
数
料
は
自
治
会
の

活
動
費
と
な
っ
て
い
る
。

「
広
報
紙
の
配
布
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
相
模
原
市
の

制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す

る
。
」
と
い
う
部
分
に
つ
い

て「
３
年
を
目
途
に
見
直
す
」

と
再
度
検
討
願
う
。

企
画
部
会
長　

各
種
お
知
ら
せ

の
即
時
性
、公
平
性
を
考
え
、

新
聞
折
込
に
し
て
い
る
。
調

整
方
針
の
原
則
か
ら
、
３
年

を
目
途
に
見
直
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

市
民
部
会
長　

自
治
会
に
対
す

る
支
援
制
度
に
つ
い
て
は
、

総
合
的
な
観
点
か
ら
調
整
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
、
一
定

期
間
（
３
年
）
で
調
整
す
る

こ
と
と
し
た
。

小
林
副
会
長　

自
治
会
配
布
で

も
即
時
性
に
問
題
は
な
い
と

思
う
。

企
画
部
会
長　

一
度
専
門
部
会

に
持
ち
帰
ら
せ
て
ほ
し
い
。

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
一
言

　

現
在
進
ん
で
い
る
地
方
分
権

改
革
で
は
、
国
・
都
道
府
県
・

市
町
村
は
対
等
な
関
係
と
な
っ

て
い
る
。
行
政
と
市
民
と
の
関

係
も
同
様
で
、
両
者
は
対
等
な

関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

行
政
か
ら
市
民
の
自
主
的
な
組

織
で
あ
る
自
治
会
等
へ
下
請
け

的
な
仕
事
を
依
頼
す
る
こ
と
は

や
め
て
い
く
方
向
が
望
ま
し
い
。

新
市
の
速
や
か
な
一
体
性
を

確
立
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
団
体
の
実
情
を
尊
重
し
な

が
ら
、
次
の
と
お
り
調
整
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

１　

共
通
の
目
的
を
持
っ
た

団
体
は
、
原
則
と
し
て
合
併

時
に
統
合
で
き
る
よ
う
調
整

に
努
め
る
。

　

２　

共
通
の
目
的
を
持
っ
た

団
体
で
、
統
合
に
時
間
を
要

す
る
団
体
は
、
将
来
の
統
合

に
向
け
て
検
討
が
進
め
ら
れ

る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。

　

３　

独
自
の
目
的
を
持
っ
た

団
体
は
、
原
則
と
し
て
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。
」

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

委
員　

団
体
に
よ
っ
て
は
、
合

併
時
に
統
合
す
る
の
は
難
し

い
も
の
も
あ
る
。

企
画
部
会
長　

統
合
に
時
間
の

要
す
る
団
体
は
、
将
来
の
統

合
に
向
け
て
協
議
を
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

委
員　

地
域
自
治
区
と
の
関
連

は
。

事
務
局　

公
共
的
団
体
は
、
地

域
自
治
区
等
と
は
、
直
接
的

な
関
係
は
な
い
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
１５

　

町
名
・
字
名
の

　
　
　
　

取
扱
い
に
つ
い
て

　

町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ

い
て
、
提
案
内
容
の
２
の
文
案

の
�
�
線
部
分
が
加
筆
修
正
さ

れ
、
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
１　

相
模
原
市
の
区
域
内
の

町
（
字
）
の
区
域
及
び
名
称

は
、現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

城
山
町
、
津
久
井
町
及

び
相
模
湖
町
の
区
域
内
の
町

（
字
）
の
区
域
は
、
原
則
と

し
て
、
現
行
の
と
お
り
と
す

る
。

　

３　

城
山
町
、
津
久
井
町
及

び
相
模
湖
町
の
区
域
内
の
町

（
字
）
の
名
称
は
、
各
町
の

意
向
を
尊
重
す
る
も
の
と
す

る
。
」

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

委
員　

同
じ
字
名
で
分
断
さ
れ

て
い
る
区
域
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
機
会
に
見
直
す
こ
と

は
で
き
な
い
か
。

市
民
部
会
長　

新
市
に
な
っ
て

か
ら
見
直
す
こ
と
も
可
能
、

ま
た
市
街
化
の
形
成
状
況
を

見
な
が
ら
住
居
表
示
を
実
施

し
て
い
く
方
法
も
あ
る
。

委
員　

２
の
文
案
の
「
現
行
ど

お
り
」
の
前
に
、
「
原
則
と

し
て
」
を
入
れ
て
ほ
し
い
。

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
１６

　

土
地
利
用
の

　
　
　
　
　

取
扱
い
に
つ
い
て

　

土
地
利
用
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、

原
案
ど
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
土
地
利
用
の
取
扱
い
（
都
市

計
画
区
域
及
び
※
区
域
区
分
等
）

に
つ
い
て
は
、
土
地
利
用
の
規

制
の
急
激
な
変
化
を
避
け
る
た

め
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
引
き

継
ぎ
、
合
併
後
の
新
市
に
お
い

て
住
民
の
意
向
を
踏
ま
え
た
中

で
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
」

※
区
域
区
分　

市
街
化
区
域
と

市
街
化
調
整
区
域
を
区
分
す
る
、

い
わ
ゆ
る
線
引
き
と
言
わ
れ
て

い
る
制
度
。

主
な
意
見
・
質
疑
応
答

委
員　

ま
ち
づ
く
り
の
将
来
ビ

ジ
ョ
ン
検
討
委
員
会
で
検
討

さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
新
市

の
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
反
映
さ
れ
る
の
か
。

事
務
局　

ま
ち
づ
く
り
の
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
は
、
法
定
協
議
会

で
作
成
さ
れ
る
新
市
建
設
計

画
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
計
画

を
基
本
と
し
つ
つ
、
新
市
で

総
合
計
画
や
市
町
村
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
と
思
う
。

委
員　

土
地
利
用
の
見
直
し
に

伴
う
税
負
担
の
変
化
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
。

事
務
局　

税
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
別
に
協
議
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
る
。　

　

�
�
�
� 
� 
�
�
�
�

協
議
第　

号
１７

　

上
下
水
道
事
業
の

　
　
　
　
　

取
扱
い
に
つ
い
て

　

上
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
提
案
さ

れ
、
原
案
ど
お
り
決
定
さ
れ
ま

し
た
。

「
１　

水
道
事
業　

津
久
井
町

青
根
地
区
の
町
営
簡
易
水
道

事
業
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市

に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

　

２　

下
水
道
事
業

　

（
１
）
公
共
下
水
道
事
業
受

益
者
負
担
金
制
度
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
相
模
原
市
の

制
度
に
統
合
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
津
久
井
町
、

相
模
湖
町
の
単
位
負
担
金
額

に
つ
い
て
は
、
合
併
後
５
年

以
内
を
目
標
に
相
模
原
市
の

制
度
に
統
合
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
２
）
公
共
下
水
道
事
業
受

益
者
分
担
金
制
度
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
相
模
原
市
の

制
度
に
統
合
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
津
久
井
町
、

相
模
湖
町
の
単
位
分
担
金
額

に
つ
い
て
は
、
合
併
後
５
年


